
議第１１３号 

 呉市消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例の制定につい 

   て 

呉市消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 呉市消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例 

 呉市消防本部及び消防署設置条例（昭和３８年呉市条例第４４号）の一部を次の 

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及び

太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（消防本部） （消防本部） 

第２条 本市に消防本部を次のように設置

する。 

第２条 本市に消防本部を次のように設置

する。 

 名称 位置   名称 位置  

 呉市消防局 呉市中央３丁目１番３４

号 

  呉市消防局 呉市西中央３丁目１番９

号 

 

（消防署） （消防署） 

第３条 本市に消防署を次のように設置す

る。 

第３条 本市に消防署を次のように設置す

る。 

 名称 位置 管轄区域   名称 位置 管轄区域  

 呉 市 

西 消 

防 署 

呉 市 中 央 

３ 丁 目 １ 

番 ３ ４ 号 

呉市東消防署及び 

呉市音戸消防署の 

管轄区域を除く市 

の全域            

  呉 市 

西 消

防 署 

呉 市 西 中 

央 ３ 丁 目 

１ 番 ９ 号 

  

呉市東消防署の管 

轄区域を除く市の 

全域         

 

 

 呉 市 

東 消 

防 署 

呉 市 広 古 

新 開 ２ 丁 

目 １ 番 ９ 

号         

阿賀，広，仁方， 

郷原，下蒲刈，川 

尻，蒲刈，安浦， 

豊浜及び豊の支所 

所管区域         

  呉 市 

東 消 

防 署 

呉 市 広 古 

新 開 ２ 丁 

目 １ 番 ９ 

号    

阿賀，広，仁方， 

郷原，下蒲刈，川 

尻，蒲刈，安浦， 

豊浜及び豊の支所 

所管区域      

 

 呉 市 

音 戸 

消 防 

署    

呉 市 音 戸 

町 高 須 ２ 

丁 目 １ 番 

１ ９ 号  

音戸及び倉橋の支 

所所管区域    

  

   

 

  

 付 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第２条の改正規定及び第

３条の表呉市西消防署の項の改正規定（「呉市中央３丁目１番３４号」を「呉市西

中央３丁目１番９号」に改める部分に限る。）は，公布の日から起算して６月を超

えない範囲内において規則で定める日から施行する。 



（提案理由） 

 呉市西消防署と呉市音戸消防署を統合し，並びに呉市消防局及び呉市西消防署の

位置を変更するため，この条例案を提出する。 


